
西播磨総合リハビリテーションセンターボランティア受入規程 

（総 則）  

第１条 

1.  この規 程 は、社 会 福 祉 法 人 兵 庫 県 社 会 福 祉 事 業 団 西 播 磨 総 合 リハビリテーション

センター（以 下 「センター」という。）におけるセンターボランティア活 動 （以 下 「活 動 」と

いう。）に関 する取 り扱 いを定 めるものとする。  

（目 的）  

第２条 

1.  社 会 福 祉 法 人 兵 庫 県 社 会 福 祉 事 業 団 の憲 章 を基 に、地 域 に開 かれた施 設 運 営

により地 域 有 志 等 による活 動 を積 極 的 に受 け入 れ、患 者 さま及 び利 用 者 さまの「生

活 の質 の向 上 」をはじめ、参 加 される方 々の「生 き甲 斐 」や「自 己 実 現 」を応 援 する

ことを目 的 とする。  

（組 織）  

第３条 

1.  活 動 を円 滑 に推 進 するため、センターボランティア活 動 推 進 委 員 会 （以 下 「委 員 会 」

という。）を設 置 する。  

2 .  委 員 会 の構 成 は、西 播 磨 総 合 リハビリテーションセンター連 絡 調 整 会 議 構 成 員 をも

って充 てる。  

3 .  委 員 会 の総 括 責 任 者 は総 務 部 長 とし、次 に掲 げる業 務 を行 う。  

（１）委 員 会 の招 集 及 び開 催 に関 すること  

（２）活 動 申 し込 みに関 すること  

（３）関 係 者 の招 請 に関 すること  

4 .  委 員 会 は、次 に掲 げる事 項 を審 議 ・決 定 する。  

（１）活 動 の受 け入 れ計 画 に関 すること  

（２）活 動 の広 報 に関 すること  

（３）活 動 の調 査 及 び審 査 に関 すること  

（４）活 動 の取 り消 しに関 すること  

（５）課 題 解 決 に関 すること  

（６）ボランティアの福 利 厚 生 に関 すること  

（７）その他 活 動 の推 進 に必 要 なこと  

 

（活動の受け入れ）  

第４条 

1.  活 動 の受 け入 れ等 に関 する総 括 責 任 者 は総 務 部 長 又 は業 務 部 長 もしくは看 護 部

長 とし、次 の業 務 を指 揮 管 理 する。  

（１）活 動 の受 け入 れに関 すること  

（２）ボランティアの研 修 ・教 育 に関 すること  

（３）その他 活 動 に際 し必 要 な事 項   



 

（活動の手続き）  

第５条 

1.  活 動 を希 望 する者 は、西 播 磨 総 合 リハビリテーションセンターボランティア活 動 申 込

書 （様 式 １）（以 下 「申 込 書 」という。）に必 要 事 項 を記 載 のうえ総 務 部 長 に提 出 する

ものとする。  

2 .  申 込 書 は、委 員 会 において審 査 のうえ所 長 決 裁 を経 て受 け入 れを決 定 し、西 播 磨

総 合 リハビリテーションセンターボランティア登 録 証 （様 式 ２）をボランティア代 表 者 あ

てに交 付 する。  

（遵守事項）  

第６条 

1.  センターボランティアは、次 の事 項 を遵 守 するほか、受 け入 れ部 署 の担 当 者 の指 示

に従 うものとする。  

（１）政 治 、宗 教 活 動 を行 わない  

（２）許 可 なく施 設 の物 品 を持 ち出 さない  

（３）患 者 さま及 び利 用 者 さまへの暴 言 その他 の危 害 を与 えない  

（４）センター業 務 の妨 害 をしない  

（５）活 動 中 に知 り得 た個 人 情 報 を他 に漏 洩 しない  

（６）指 定 場 所 以 外 での喫 煙 をしない  

（７）その他 当 センターが定 める重 要 事 項   

 

（受入の取消）  

第７条 

1.  第 ６条 の規 定 に従 わないボランティアは、総 務 部 長 の判 断 により直 ちに受 入 を取 り

消 すとともに、登 録 を抹 消 することができるものとする。  

（賠償責任）  

第８条 

1.  センターボランティアが故 意 又 は重 大 な過 失 により、患 者 さま及 び利 用 者 さま並 びに

センターに損 害 を与 えたときは、センターボランティアがその弁 償 の責 を負 うものとす

る。  

（保険の加入）  

第９条 

1.  原 則 として、センターボランティアは、最 寄 りの社 会 福 祉 協 議 会 に登 録 のうえ、ボラ

ンティア活 動 保 険 に加 入 するものとする。  

（庶 務）  

第１０条 

1.  この規 程 に関 する庶 務 は、総 務 部 及 び業 務 部 が処 理 する。  



（附 則）  

この規 程 は、平 成 １９年 １２月 １日 から施 行 する。 

この規 程 は、平 成 ２１年 １１月 １日 から施 行 する。 
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